
持ち込みに関するお願い 

●「指定袋に入っていないごみ」と「指定袋に入ったごみ」に分けて計量します。 

 ※ごみはすべて計量します。指定袋に入ったごみであっても、行き帰りとも、必ず計量器に乗ってください。 

●身分証明書等を確認させていただく場合があります。（庄原市在住の方以外は利用できません） 

●燃えるごみを指定袋以外で持ち込む場合は、中身が確認できるよう透明な袋を使うようにしてください。 

 

 

 

         

 

   新焼却施設 庄原市備北クリーンセンターが完成 

施設概要 
名称 庄原市備北クリーンセンター 

所在地 庄原市一木町５２６３番地５ 

構造 鉄筋造・鉄筋コンクリート造 地上４階 

敷地面積 ６，４９７平方メートル 

処理能力 ３４トン／日（１７トン×２炉） 

運転時間 １６時間 

ごみの受入 月～金曜日(祝日を除く)、第２・４日曜日 

９時～１２時・１３時～１６時  

 

  ごみの持込時のお願い！！ 
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●今までの焼却施設では、持ち込んだ燃える
ごみを、直接「ごみピット（燃えるごみを貯め
ておく場所）」へ投入して頂いていましたが、
新焼却施設では、安全に投入できるように 
ダンピングボックスに入れて頂きます。 
※ごみピットへは、不適正なごみが入っていないか作業員

が確認したのち投入します。 
 
●ごみの分け方ガイドを見て分別いただき、
適切な「燃えるごみ」の持ち込みをよろしく 
お願いします。 

 

ダンピングボックス 



 

粗大ごみの戸別収集について 

 

 

 

 

  市では月に１回（家電リサイクル法対象６品目は年に２回※裏面）、粗大ごみの戸別収集
を行っています。各家庭からの申込みを受け日程調整し、毎月 20 日以降に市内各戸をまとめて
収集します。 

 
                  申込み方法 📞                    
 

▶環境政策課または各支所へお申込みください。（※環境政策課：0824-72-1398） 

▶申込みの際、●氏名●住所●電話番号●ごみの種類●個数をお伝えください。 

▶毎月10日が申し込み期限です。(10 日が祝・休日の場合は 10 日以前の直近営業日) 
※収集日時が決まりましたら、ご連絡します。 

 
                 収集当日の注意事項                 
 

▶収集当日は必ず立会いいただき、各種手数料（下記参照）を現金でお支払いください。 
▶ごみは必ず軒先まで出しておいてください。 

 
                   各種手数料                     
 
 ▶戸別収集を申し込まれた場合は、収集手数料と処理手数料が必要となります。 

 
●収集手数料   

    粗大ごみ３個ごとに 520円とし、３個増えるごとに 520円を加算します。 
    例：1～３個まで 520 円、4～6 個まで 1,040 円、7～９個までは 1,560 円・・・ 
 

●処理手数料 
10kg あたり 60円（計量は収集当日その場で行います） 

 
         

        ●ソファー1個・机 2台で総重量 60ｋｇを戸別収集した場合 

 

 
       

      ●畳6枚・布団3組で総重量 150ｋｇを戸別収集した場合 

       

 

 

 

 

 

  

Q.農業用のごみ（農機具・農業用資材など）は処理してもらえますか？ 

  A.農業用のごみは市で処理できません。農協または販売店・メーカー・処理業者へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集手数料：3 個 ＋ 処理手数料 ＝ 合計 

520円 360円  880円 

収集手数料：9 個 ＋ 処理手数料 ＝ 合計 

1,560円 900円  2,460円 

【例】  

環境標語（令和３年度環境標語コンクール ） 

「いりません。」 ぼくはいつでも エコバッグ 
東小学校３年 佐々木 潤矢  


